
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈市内中学校に在籍する生徒を対象〉 

 

令和８年４月１日（水）から令和８年１１月１３日（金）まで 

※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。 

自転車用ヘルメット購入費の補助金交付を行います！！ 

補助対象の自転車用ヘルメット 

 ●自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造された新品のものであること。 

 ●市内の販売店で購入したものであること(インターネット販売及びフリーマーケット等の個人間

取引は除く。)。 

 ●令和８年４月１日以降に新規で利用するために購入したものであること。 

 ●ＳＧマークなどの安全性の認証を受けたものであること。 

 

※ＣＥマークの場合は「ＥＮ1078」、ＣＰ

ＳＣマークの場合は「1203」の安全認証ナ

ンバー以外は補助対象にはなりません。 

 

補助対象者（定員 500 名程度） 

●市内の中学校に在籍している方 

●過去にこの補助金の交付を受けていない方 

●次のア、イのいずれかに該当する方 

 ア 在籍校から自転車通学を認められた方（生活保護受給中の世帯員を除く※） 

 イ 学校管理下の部活動に所属しており、かつ就学援助または生活保護を受給中の世帯員である方 

※在籍校から自転車通学を認められ、かつ生活保護受給中の世帯員は、生活保護費から支給される場

合がありますので、市福祉課にご相談ください。 

申請期間 

恵庭市 教育委員会教育支援課  0123-33-3131（内線 1632） 

平日（土日祝・年末年始を除く）午前 8時 45 分から午後 5時 15 分 

郵送は 

必着！！ 

〈申請方法は裏面へ〉 

詳しくは 
ホームページへ 

補助金額 

●上限金額３,０００円 

 購入した自転車用ヘルメットが３,０００円未満の場合は、全額交付します。ただし、１００円未満

の端数については切捨てします。（例：購入額２,８６０円➡補助金額２,８００円） 



●窓口で申請 ➡ 恵庭市教育委員会教育支援課 

          （〒061-1445 恵庭市新町10番地 恵庭市民会館内） 

         ※窓口で申請書を記載する場合、認印をお持ちください 
●郵送で申請 ➡ 上記の宛先に郵送 

申請方法 

●教育支援課から「補助金交付決定通知書」「請求書」が３ヶ月以内にご自宅に郵送さ

れます。請求書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に教育支援課窓口に持参または

郵送してくだい。 

必要書類は下記の必要書類中の「申請時書類」を確認ください。 

必要書類は下記の必要書類中の「請求時書類」を確認ください。 

●請求書に記載の口座に振り込みます。 

申 

請 

請 

求 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★申請書（恵庭市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書、誓約書兼同意書） 

 申請書は市ホームページからダウンロードして印刷できるほか、教育委員会教育支援課、市内

各中学校で配布します。 

※申請書には押印が必要です。 

※申請書裏面の「誓約書兼同意書」も記入いただく箇所があります。 

★添付書類 

 ①本人確認書類 ※補助金申請者・自転車用ヘルメット使用者それぞれ必要 

  ・補助金申請者、自転車用ヘルメット使用者の氏名、住所、生年月日が確認できる、公的機 

関が発行したもの（例：マイナンバーカード（表面）、運転免許証（両面）など） 

 ②市内販売店で支払手続きが完了したことを証する書類 

  ・購入金額、店名、日付が確認できるもの（例：領収書、レシートなど） 

 ③安全認証マークが確認できるもの 

  ・ＳＧマーク、ＪＣＦマーク、ＣＥマーク（ＥＮ1078）、ＧＳマーク、ＣＰＳＣマーク（1203） 

    などの安全認証マークが写ったヘルメットの写真や保証書の写しなど 

必要書類 

申請時書類 

請求時書類 
★請求書 

 振込口座情報等、必要事項を記入し、請求印は申請書に使用した印鑑と同じものを使用して

ください。 

★添付書類 

 ①振込口座情報が確認できるものの写し 

  ・金融機関、支店名、預金種目、口座番号、預金者名義（カナ含む）がわかるもの（例：通

帳の写し、ＷＥＢ通帳の写しなど） 


